
〇介護保険負担限度額認定証の更新について

有効期限が7月31日となっておりますので更新手続きを忘れないようにお願いいたします。

・第2段階 ： 本人、世帯員全員が市民税非課税で合計所得額、課税年金収入額、非課税

年金収入額合計が年間80万円以下の方

・第3段階① ： 本人及び世帯全員が市民税非課税で80万円超120万円以下の方

・第3段階② ： 本人及び世帯全員が市民税非課税で120万円を超える方

〇後期高齢者医療制度被保険者証及び介護保険負担割合証も7月31日有効期限が切れます

新しい被保険者証が郵送されると思いますので証書がお手元に届きましたら介護保険負担

限度額認定証合わせて事務所までご持参いただきますようお願い申し上げます。

母の日、スタッフで感謝の気持ちを込めて入居者様と一緒にお祝いしました。

最近の様子です チラシを折ったり洗濯物をたたむお手伝い等楽しく過ごしていただいてます♪

事故防止に向けさまざまな事例を基に具体的な対策や予防の意義・重要性を学習しました
施設研修（事故防止）

梅雨に入り変わりやすい天気がつづいておりますが

いかがお過ごしでしょうか?

あじさいが美しく映える季節になり楽しむことができそうです。

紫陽花は同じ花でも色が変わっていくことで有名です。

別名は「七変化」、花言葉は「移り気」。

土壌の性質によって酸性ならば青、アルカリ性ならピンク

前の年と違った花色になることもあるそうです。

同じ年に咲いた花なのに、時間がたつに連れて少しずつ色が変化

することも。 これは、一種の老化現象のようなものなのだとか。

白のあじさいはアントシアニンという花の色の元になっている色素を

持っておらず土壌の性質を受けず白なんだそうです。


